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台風・地震等に対する非常措置についてのお知らせ 
平素は、本学園の教育活動の推進にご理解とご協力いただきましてありがとうございます。 

さて、本学園におきましては、台風などにより京都市域（テレビやラジオにおいては、「京都南部」ま

たは「京都・亀岡」地域と報道される場合があります）に、「特別警報」又は「暴風警報」が発表された

場合及び陶化・東和・山王学区に水害による「避難指示」が発令された場合、震度５弱以上の地震があっ

た場合などは、以下の措置をとらせていただきます。テレビ、ラジオ、インターネット等の情報に注意し

てください。 

 

  

 

 

１．「特別警報」が発表された場合 

○学園は臨時休業としますので、解除されるまでは、命を守る行動を取ることを優先し、登校を

見合わせ、自宅待機させてください。 
○「特別警報」が解除された場合については、以下の措置を取ります。 

「特別警報」の発令・解除の状況 授業開始時刻 集団登校集合時刻 

午前０時までに解除 解除された翌日は、５限から 午後１時に集合 

午前０時現在、警報発令中 臨時休業  

○在校中に発令された場合は、直ちに臨時休業となり下校することになります。安全が確認され

次第、全学園生（１～９年生）を保護者に直接引き渡しますので、お迎えをお願いします。 

 

 

２．「暴風警報」が発表された場合  

＊「暴風」以外の警報（大雨・洪水）が出ても原則、平常授業を行います。 

○学園は臨時休業としますので、解除されるまでは、登校を見合わせ、自宅待機させてください。 

○「暴風警報」が解除された場合については、以下の措置を取ります。 

○在校中に発令された場合は、安全が確認され次第、年度当初に各ご家庭に伺いました「緊急時

の下校方法」での下校となります。１～６年生は、集団下校をします。 

「暴風警報」の発令・解除の状況 授業開始時刻 集団登校集合時刻 

午前７時までに解除 平常通り 平常通り 

午前９時までに解除 ３限から 午前１０時に集合 

午前１１時までに解除 ５限から 午後１時に集合 

午前１１時現在、警報発令中 臨時休業  

保存版ご家庭で見えるところに貼っておいてください 

本学園ホームページや「すぐーる」でも配信しますが、遅延する場合、機能しない場合があ

りますので、公共放送等の情報により、以下の対応をしていただきますようお願いします。 



 

 

 

３．「避難指示」が発令された場合 

○本学園の校区である陶化・東和・山王学区は、「鴨川の浸水想定区域」であるため、避難指示

の発令対象地域です。陶化・東和・山王学区のいずれかに、水害による避難指示が発令された

場合には、２．「暴風警報」が発表された場合に準じた措置を取ります。 

 

 

４．京都市域のいずれかの行政区に震度５弱以上の地震が発生した場合 

＊「いずれかの行政区」については、南区に限りません。 

 （例）右京区に震度５弱、南区に震度４の地震が発生した場合  などにも該当 

○在校中に発令された場合は、直ちに臨時休業となります。余震の影響を踏まえ、下校の安全が

確認できるまで、学園で待機します。安全が確認され次第、全学園生 （１～９年生）を保護者

に直接引き渡しますので、お迎えをお願いします。 

○臨時休業とした場合、登校の再開日については、学園及び近隣の被災状況を確認の上、改めて

ホームページ等により連絡します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時刻など 措置 

午前０時までに発生した場合 翌日は、臨時休業 

午前０時から登校前までに発生した場合 当日は、臨時休業 

休業日、休業前日に発生した場合 

原則として、休業明けの登校日は臨時休業 

（例）金曜日の下校後に震度５弱以上の地

震が発生した場合、翌月曜日は休業 

学園生の引き渡しについて 

・保護者（祖父母を含む）の方に直接引き渡します。保護者以外の方の場合は、保護者の

方に連絡がつき次第、引き渡すことを原則とします。 

・引き取りに来られた方は、「引き渡しカード」に必要事項を記入し、教職員と「引き取

り確認」をしてください。必ず確認が済んでから、お帰りください。 

 

緊急時の下校方法について 

・年度当初、各ご家庭に、緊急時の「下校先」「下校方法」を伺っています。 

・年度途中で、下校先や下校方法に変更がある場合は、必ず、その都度、担任までお知ら

せください。 


